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第３期藤沢市国民健康保険保健事業実施計画（藤沢市データヘルス

計画）及び第４期藤沢市特定健康診査等実施計画の策定について 

（最終報告） 

  

本計画は、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」に基づ

き、策定するものです。 

本年度が現行計画の最終年度にあたることから、その最終評価を行うととも

に、藤沢市健康増進計画など関連する市の計画との整合性を図りながら、国の

標準化を踏まえ、「第３期藤沢市国民健康保険保健事業実施計画（藤沢市データ

ヘルス計画）及び第４期藤沢市特定健康診査等実施計画」の策定作業を進め、

令和５年１２月の厚生環境常任委員会にて素案を報告いたしました。 

その後、本委員会でのご意見や藤沢市国民健康保険運営協議会での審議を経

て最終案を取りまとめましたので、ご報告するものです。 

 

１ 厚生環境常任委員会報告以降の検討経過 

令和５年１２月 ７日 藤沢市議会１２月定例会厚生環境常任委員会にて 

素案を報告 

 令和５年１２月２０日 パブリックコメント締め切り 

（令和５年１１月２０日から実施） 

  令和６年 １月２５日 第５回藤沢市国民健康保険運営協議会を開催 

 

２ パブリックコメントの実施結果 

（１）実施期間 

  令和５年１１月２０日（月）から１２月２０日（水）まで 

（２）意見提出者数及び件数 

   ０人 ０件 

 

３ 素案報告以降の主な変更内容 

特定健康診査と特定保健指導に関する令和４年度の受診率、実施率につきま

して、昨年１２月の厚生環境常任委員会でのご報告の際には暫定値を使用して

おりましたが、神奈川県国民健康保険団体連合会が取りまとめた法定報告の数

値が確定したことに伴い、すべて確定値に修正いたしました。その他の主な変

更内容につきましては、次のとおりです。 

 

 

令和６年２月藤沢市議会定例会 
厚生環境常任委員会  資料１ 
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番

号 

ページ 加筆・修正等 

１ Ｐ．６６ 「（３）生活習慣病重症化予防事業」の「取組ごとのアウトプッ

ト指標」における令和４年度の実績値について「２５．５％」

に修正しました。また、欄外に「※令和４年度に医療受診の判

定基準を見直した」を加筆しました。 

２ Ｐ．６７ 「事業全体の評価と今後の方向性」で「医療機関未受診者への

受診勧奨について、令和３年度までは医療機関を受診した実績

で判断していたが、より実態に即した評価となるように、令和

４年度から糖尿病など生活習慣病での受診の有無を判定基準と

するように見直した結果、令和３年度と比較して数値の減少が

みられた。今後は、より適切な医療受診に向けて、この判定基

準をもとに評価を行っていく。」を加筆しました。 

３ Ｐ．７３ 「評価指標一覧」において、「特定保健指導による特定保健指導

対象者の減少率」の令和４年度実績を、暫定値「令和３年度実

績 ２８．８％」から「３３．９％」に修正しました。これに

伴い、目標値を修正しました。 

また、「受診勧奨対象者の医療受診率」の令和４年度実績を、暫

定値「令和３年度実績 ４４．１％」から「２５．５％」に修

正しました。これに伴い、目標値を修正しました。 

４ Ｐ．７８ 「Ａ－② 特定保健指導利用勧奨事業」において「今後の目標」

表中のアウトカム（成果）指標「特定保健指導による特定保健

指導対象者の減少率」を下線のとおり修正しました。 

５ Ｐ．７９ 「Ａ－③ 生活習慣病重症化予防」において「今後の目標」表

中のアウトカム（成果）指標「受診勧奨対象者の医療受診率」

を下線のとおり修正しました。 

６ Ｐ．９１

～１３８ 

巻末に本編に掲載されているデータを補足するため「参考資料」

を追加しました。 
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４ 今後の進め方 

今年度中に計画の策定作業を完了し、令和６年度から「第３期藤沢市国民健

康保険保健事業実施計画（藤沢市データヘルス計画）及び第４期藤沢市特定健

康診査等実施計画」に基づき施策を推進します。 

また、計画本編を基に、概要版と地区別版を作成し、各地区で実施する保健

指導などにおいて活用するほか、市民センターなどへの配架、ホームページ、

広報等で市民周知を図ってまいります。 

さらに、藤沢市国民健康保険運営協議会において、計画の進捗、目標の達成

状況等について報告するとともに、庁内関係部局や関係機関との連携を進め、

藤沢市国民健康保険被保険者の健康の保持増進を図り、「健康寿命の延伸」「医

療費の適正化」に向け、取り組んでまいります。 

以 上 

 

 （事務担当 健康医療部健康づくり課）                                   


